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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した無線信号において復号した信号が変化する信号変化点を検出し、所定のシンボ
ルレートによって規定される１つの周期中の前記信号変化点の時間的な位置を位相として
検出する位相検出部と、
　前記位相に対応し且つ所定の大きさを有するベクトルを生成するベクトル生成部と、
　複数の前記ベクトルを合成して合成ベクトルを生成するベクトル合成部と、
　前記合成ベクトルの大きさと対応関係を有するパラメータを算出する算出部と、
　前記パラメータに基づいて前記受信した無線信号が所定の送信装置からの無線信号であ
るか否かを判定する判定部と
　を備えたことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記合成ベクトルは、所定の期間中に検出された複数の前記信号変化点に基づいて生成
された複数の前記ベクトルを合成して生成されることを特徴とする請求項１に記載の無線
通信装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記パラメータと所定の閾値とを比較することによって、前記受信した
無線信号が前記所定の送信装置からの無線信号であるかノイズであるかを判定することを
特徴とする請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項４】
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　前記判定部は、前記パラメータと所定の閾値とを比較することによって、前記所定の送
信装置からの無線信号の受信状態の良し悪しを判定することを特徴とする請求項１に記載
の無線通信装置。
【請求項５】
　更に、前記判定部における前記所定の送信装置からの無線信号の受信状態の良し悪しの
判定結果に対応する情報を表示部に表示させる表示制御部を備えたことを特徴とする請求
項４に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記所定の送信装置からの無線信号は、画像データを含み、
　無線通信装置は、更に、
　前記所定の送信装置からの無線信号から前記画像データを取得する取得部と、
　前記判定部における前記所定の送信装置からの無線信号の受信状態の良し悪しの判定結
果と前記画像データとを関連付けて記憶する記憶部と、
　前記判定結果に対応する情報と前記画像データに対応する画像とを表示部に表示させる
表示制御部と
　を備えたことを特徴とする請求項４に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記所定の送信装置からの無線信号は、画像データを含み、
　無線通信装置は、更に、
　前記所定の送信装置からの無線信号から前記画像データを取得する取得部と、
　前記判定部において受信状態が良いと判定された前記所定の送信装置からの無線信号の
前記画像データのみを記憶する記憶部と
　を備えたことを特徴とする請求項４に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記所定の送信装置からの無線信号は、画像データを含み、
　無線通信装置は、更に、
　前記所定の送信装置からの無線信号から前記画像データを取得する取得部と、
　前記判定部において受信状態が良いと判定された前記所定の送信装置からの無線信号の
前記画像データに対応する画像のみを表示部に表示させる表示制御部と
　を備えたことを特徴とする請求項４に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　複数の演算部と１つの判定部とを備えた無線通信装置であって、
　前記複数の演算部の各々は、
　受信した無線信号において復号した信号が変化する信号変化点を検出し、所定のシンボ
ルレートによって規定される１つの周期中の前記信号変化点の時間的な位置を位相として
検出する位相検出部と、
　前記位相に対応し且つ所定の大きさを有するベクトルを生成するベクトル生成部と、
　複数の前記ベクトルを合成して合成ベクトルを生成するベクトル合成部と、
　前記合成ベクトルの大きさと対応関係を有するパラメータを算出する算出部と
　を有し、
　前記シンボルレートは、前記複数の演算部毎に異なっており、
　前記判定部は、前記複数の演算部の各々の前記算出部によって算出された複数の前記パ
ラメータに基づいて、前記無線信号のシンボルレートを判定することを特徴とする無線通
信装置。
【請求項１０】
　前記判定部は、前記複数の前記パラメータの各々と所定の閾値とを比較することによっ
て、前記無線信号のシンボルレートを判定することを特徴とする請求項９に記載の無線通
信装置。
【請求項１１】
　被検体内を撮像して画像データを生成し、無線信号を用いて前記画像データを送信する
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カプセル型内視鏡と、
　請求項１に記載の無線通信装置と
　を備えたことを特徴とするカプセル型内視鏡システム。
【請求項１２】
　受信した無線信号において復号した信号が変化する信号変化点を検出し、所定のシンボ
ルレートによって規定される１つの周期中の前記信号変化点の時間的な位置を位相として
検出することと、
　前記位相に対応し且つ所定の大きさを有するベクトルを生成することと、
　複数の前記ベクトルを合成して合成ベクトルを生成することと、
　前記合成ベクトルの大きさと対応関係を有するパラメータを算出することと、
　前記パラメータに基づいて前記受信した無線信号が所定の送信装置からの無線信号であ
るか否かを判定することと
　を含むことを特徴とする判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線信号を特定することができる無線通信装置、カプセル型内視鏡システム
および判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、医療分野において、内視鏡は、生体内の観察等の用途に用いられている。ま
た、近年、内視鏡の一種として、被験者が嚥下することによって体内に導入されるカプセ
ル型内視鏡が提案されている。カプセル型内視鏡は、蠕動運動に伴って体内を移動しなが
ら体腔内の被写体を撮像して画像データを生成し、画像データを所定の規則に従って符号
化して無線信号を生成し、無線信号を無線通信によって外部の受信装置に対して送信する
。
【０００３】
　カプセル型内視鏡は、内蔵されたバッテリによって駆動する。一般的に、カプセル型内
視鏡では、バッテリの消費電力を低減するために、無線信号を間欠的に送信したり、通信
環境の状態や画像データのデータ量に応じてシンボルレートを変更したりすることが行わ
れる。そのため、受信装置では、無線信号の有無を検出したり、無線信号のシンボルレー
トを検出したりすることが必要である。
【０００４】
　符号化された無線信号では、シンボルレートに応じて復号した信号が周期的に変化する
。復号した信号が変化する点である信号変化点の時間的な位置は、位相によって表すこと
ができる。信号変化点の位相の解析は、受信した無線信号を解析する手段として、一般的
に用いられている。
【０００５】
　位相は、例えばベクトルを用いて表すことができる。特開２００５－３１８３８１号公
報には、ベクトルを用いて位相中心を求めるゼロクロス検出回路が開示されている。
【０００６】
　ところで、受信装置は、カプセル型内視鏡が送信した無線信号（以下、送信信号とも記
す。）に限らず、ノイズ等の不要な無線信号を受信し得る。従って、受信装置は、不要な
無線信号の中から送信信号を特定することが必要である。送信信号では、信号変化点の位
相は一致する。従って、受信した無線信号の信号変化点の位相を解析することにより、送
信信号を特定することができる。また、前述のように、位相は、ベクトルを用いて表すこ
とができる。しかしながら、従来は、信号変化点の位相を表すベクトルを用いて、送信信
号を特定することは行われていなかった。
【０００７】
　なお、受信した無線信号を解析する手段としては、離散フーリエ変換（以下、ＤＦＴと
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記す。）や高速フーリエ変換（以下、ＦＦＴと記す。）を用いて、受信した無線信号の周
波数成分を検出する方法がある。しかし、ＤＦＴやＦＦＴを利用すると、回路規模が大き
くなってしまうという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、回路規模を大きくすることなく送信信号を特定することができる無
線通信装置およびカプセル型内視鏡システムを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の無線通信装置は、受信した無線信号において復号した信号が変化する
信号変化点を検出し、所定のシンボルレートによって規定される１つの周期中の前記信号
変化点の時間的な位置を位相として検出する位相検出部と、前記位相に対応し且つ所定の
大きさを有するベクトルを生成するベクトル生成部と、複数の前記ベクトルを合成して合
成ベクトルを生成するベクトル合成部と、前記合成ベクトルの大きさと対応関係を有する
パラメータを算出する算出部と、前記パラメータに基づいて前記受信した無線信号が所定
の送信装置からの無線信号であるか否かを判定する判定部とを備えている。
【００１０】
　本発明の他の一態様の無線通信装置は、複数の演算部と１つの判定部とを備えた無線通
信装置であって、前記複数の演算部の各々は、受信した無線信号において復号した信号が
変化する信号変化点を検出し、所定のシンボルレートによって規定される１つの周期中の
前記信号変化点の時間的な位置を位相として検出する位相検出部と、前記位相に対応し且
つ所定の大きさを有するベクトルを生成するベクトル生成部と、複数の前記ベクトルを合
成して合成ベクトルを生成するベクトル合成部と、前記合成ベクトルの大きさと対応関係
を有するパラメータを算出する算出部とを有し、前記シンボルレートは、前記複数の演算
部毎に異なっており、前記判定部は、前記複数の演算部の各々の前記算出部によって算出
された複数の前記パラメータに基づいて、前記無線信号のシンボルレートを判定する。
【００１１】
　本発明の一態様のカプセル型内視鏡システムは、被検体内を撮像して画像データを生成
し、無線信号を用いて前記画像データを送信するカプセル型内視鏡と、無線通信装置とを
備えている。
　本発明の一態様の判定方法は、受信した無線信号において復号した信号が変化する信号
変化点を検出し、所定のシンボルレートによって規定される１つの周期中の前記信号変化
点の時間的な位置を位相として検出することと、前記位相に対応し且つ所定の大きさを有
するベクトルを生成することと、複数の前記ベクトルを合成して合成ベクトルを生成する
ことと、前記合成ベクトルの大きさと対応関係を有するパラメータを算出することと、前
記パラメータに基づいて前記受信した無線信号が所定の送信装置からの無線信号であるか
否かを判定することとを含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係わるカプセル型内視鏡システムの構成示す説明図
である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係わるカプセル型内視鏡システムの使用の態様を示
す模式図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係わる無線通信装置の構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施の形態における信号検出部の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図５】本発明の第１の実施の形態における無線信号と位相の一例を示す説明図である。
【図６Ａ】図５に示した位相から生成されたベクトルを示す説明図である。
【図６Ｂ】図５に示した位相から生成されたベクトルを示す説明図である。
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【図６Ｃ】図５に示した位相から生成されたベクトルを示す説明図である。
【図６Ｄ】図５に示した位相から生成されたベクトルを示す説明図である。
【図６Ｅ】図５に示した位相から生成されたベクトルを示す説明図である。
【図７】図６Ａないし図６Ｅに示したベクトルを合成して生成された合成ベクトルを示す
説明図である。
【図８】特定の無線信号から検出された信号変化点に基づいて生成されたベクトルを示す
説明図である。
【図９】図８に示したベクトルを合成して生成された合成ベクトルを示す説明図である。
【図１０】ノイズから検出された信号変化点に基づいて生成されたベクトルを示す説明図
である。
【図１１】図１０に示したベクトルを合成して生成された合成ベクトルを示す説明図であ
る。
【図１２】本発明の第１の実施の形態におけるパラメータの変化を模式的に示す説明図で
ある。
【図１３】本発明の第１の実施の形態における信号変化点の検出期間の第１の例を示す説
明図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態における信号変化点の検出期間の第２の例を示す説
明図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態における信号検出部の構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係わる無線通信装置の構成を示す機能ブロック図
である。
【図１７】本発明の第３の実施の形態における信号検出部の構成を示す機能ブロック図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
［第１の実施の形態］
（内視鏡システムの構成）
　始めに、本発明の第１の実施の形態に係わるカプセル型内視鏡システムの構成について
説明する。図１は、本実施の形態に係わるカプセル型内視鏡システムの構成を示す説明図
である。図１に示したように、カプセル型内視鏡システム１００は、カプセル型内視鏡１
０１と、本実施の形態に係わる無線通信装置１とを備えている。
【００１５】
　カプセル型内視鏡１０１は、被検者の体腔内に配置可能な寸法および形状を有しており
、被検者が嚥下することにより消化器管腔に導入される。また、カプセル型内視鏡１０１
は、被検体内を撮像して画像データを生成し、無線信号を用いて画像データを送信するこ
とができるように構成されている。本実施の形態では、カプセル型内視鏡１０１は、照明
部１１１と、撮像部１１２と、無線通信部１１３と、記憶部１１４と、電源部１１５と、
制御部１１６と、筐体１１７とを備えている。筐体１１７は、細長いカプセル状の形状を
有している。筐体１１７を除くカプセル型内視鏡１０１の構成要素は、筐体１１７内に密
封されている。
【００１６】
　照明部１１１は、ＬＥＤ等の発光素子を含んでおり、被検体内の被写体を照明するため
の照明光を発生する。撮像部１１２は、ＣＣＤ等の撮像素子を含んでおり、照明部１１１
により照明された被写体を撮像し、画像データを生成する。
【００１７】
　無線通信部１１３は、符号化変調部とアンテナを含んでおり、所定の規則に従って符号
化された無線信号を送信する。図１において、破線の矢印は、無線信号を表している。無
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線信号は、先頭部分に位置するプリアンブルと、プリアンブルに続く主データとによって
構成される。本実施の形態では、主データは、撮像部１１２が生成した画像データである
。
【００１８】
　なお、無線通信部１１３は、無線信号を送信する機能に限らず、無線通信装置１が送信
した無線信号を受信する機能を有していてもよい。この場合、無線通信部１１３には、受
信した無線信号から情報を復元する復調部が設けられる。
【００１９】
　記憶部１１４は、例えばＲＡＭ等のメモリよりなり、撮像部１１２が生成した画像デー
タを記憶することができるように構成されている。電源部１１５は、例えばバッテリより
なり、カプセル型内視鏡１０１の各部に駆動電力を供給することができるように構成され
ている。制御部１１６は、カプセル型内視鏡１０１の各部の動作を制御する。
【００２０】
　無線通信装置１は、カプセル型内視鏡１０１に対して物理的に分離されている。なお、
無線通信装置１は、例えばワークステーションのような据え置き型の装置の一部であって
もよいし、バッテリによって駆動する携帯型端末装置の一部であってもよい。
【００２１】
　本実施の形態では、無線通信装置１は、アンテナ２と、信号処理部３と、記憶部４とを
備えている。アンテナ２は、カプセル型内視鏡１０１の無線通信部１１３が送信した無線
信号を受信する。信号処理部３は、受信した無線信号に対して所定の処理を行う。所定の
処理には、無線信号に含まれる画像データを取得する処理が含まれる。信号処理部３の構
成については、後で詳しく説明する。
【００２２】
　記憶部４は、取得した画像データと、後述する信号検出部の検出結果およびシンボルレ
ート設定を記憶することができるように構成されている。記憶部４は、ＲＡＭ等の揮発性
のメモリによって構成されていてもよいし、フラッシュメモリまたは磁気ディスク装置等
の書き換え可能な不揮発性のメモリによって構成されていてもよい。
【００２３】
　カプセル型内視鏡システム１００は、更に、表示部１０を備えていてもよい。表示部１
０は、例えば、ＬＣＤ等の表示装置によって構成されている。表示部１０は、無線通信装
置１の信号処理部３が取得した画像データに対応する画像を表示する。図１には、表示部
１０が無線通信装置１に直接接続されている例を示している。
【００２４】
　ここで、無線通信装置１が携帯型端末装置１２０の一部である場合を例にとって、カプ
セル型内視鏡システム１００の使用の態様について説明する。図２は、カプセル型内視鏡
システム１００の使用の態様を示す模式図である。カプセル型内視鏡システム１００の使
用時には、カプセル型内視鏡１０１は、被検者２００の体腔内に配置される。
【００２５】
　携帯型端末装置１２０は、無線通信装置１と、本体部１２１と、図示しないバッテリと
を備えている。アンテナ２を除く無線通信装置１の構成要素は、本体部１２１に収容され
ている。図示しないバッテリは、本体部１２１に装着される。カプセル型内視鏡システム
１００の使用時には、本体部１２１は、被検者２００の体外に装着される。
【００２６】
　図２に示した例では、アンテナ２が複数設けられている。複数のアンテナ２の各々は、
信号線を介して本体部１２１に接続されている。カプセル型内視鏡システム１００の使用
時には、複数のアンテナ２は、被検者２００の体表部に配置される。
【００２７】
（信号処理部の構成）
　次に、図３を参照して、信号処理部３の構成について説明する。図３は、無線通信装置
１の構成を示す機能ブロック図である。図３に示したように、信号処理部３は、復調部５
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と、信号検出部６と、画像取得部７と、表示制御部８とを含んでいる。
【００２８】
　復調部５は、アンテナ２が受信した無線信号を、信号検出部６と画像取得部７において
処理可能な形態の信号に復元する処理を行い、復元した信号を信号検出部６と画像取得部
７に出力する。本実施の形態では、無線信号は、所定の規則に従って符号化された信号と
して復元される。以下の説明では、便宜上、復調部５によって復元された信号も無線信号
と言う。
【００２９】
　信号検出部６は、無線通信装置１が受信した無線信号から所定の情報を検出し、その検
出結果を記憶部４、画像取得部７および表示制御部８に出力することができるように構成
されている。記憶部４は、信号検出部６の検出結果を記憶する。信号検出部６については
、後で詳しく説明する。
【００３０】
　画像取得部７は、無線通信装置１が受信した無線信号の中から、カプセル型内視鏡１０
１の撮像部１１２（図１参照）が生成した画像データを取得し、取得した画像データを記
憶部４と表示制御部８に出力することができるように構成されている。記憶部４は、画像
取得部７が取得した画像データを記憶する。本実施の形態では、画像取得部７は、信号検
出部６の検出結果に基づいて、画像データを取得することができる。画像取得部７の動作
については、後で説明する。
【００３１】
　表示制御部８は、信号検出部６の検出結果に関する情報と画像取得部７が取得した画像
データを表示部１０に出力することができるように構成されている。また、表示制御部８
は、信号検出部６の検出結果に基づいて、表示部１０に出力する内容を制御することがで
きる。表示制御部８の動作については、後で説明する。
【００３２】
　信号処理部３は、更に、図示しないクロック発生部を含んでいる。図示しないクロック
発生部は、所定の周波数の処理クロックを発生する。処理クロックは、後述する位相検出
部に入力される。
【００３３】
　なお、本実施の形態では、復調部５、信号検出部６、画像取得部７および表示制御部８
の各々は、別個の電子回路として構成されていてもよい。あるいは、復調部５、信号検出
部６、画像取得部７および表示制御部８の少なくとも一部は、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等の集積回路における回路ブロックと
して構成されていてもよい。あるいは、信号処理部３は、少なくとも１つの中央演算処理
装置（以下、ＣＰＵと記す。）を備え、記憶部４は、復調部５、信号検出部６、画像取得
部７および表示制御部８の少なくとも一部の機能を実現するプログラムを記憶しておいて
もよい。この場合、ＣＰＵが記憶部４からプログラムを読み出して実行することにより、
復調部５、信号検出部６、画像取得部７および表示制御部８の少なくとも一部の機能が実
現される。
【００３４】
（信号検出部の構成）
　次に、図４を参照して、信号検出部６の構成について説明する。図４は、信号検出部６
の構成を示す機能ブロック図である。図４に示したように、信号検出部６は、復調部５（
図３参照）側から順に設けられた位相検出部６１、ベクトル生成部６２、ベクトル合成部
６３、算出部６４および判定部６５を含んでいる。
【００３５】
　位相検出部６１には、復調部５によって復元された無線信号を復号した信号と、処理ク
ロックが入力される。また、位相検出部６１は、記憶部４に記憶されたシンボルレート設
定を読み出すことができるように構成されている。なお、シンボルレート設定とは、シン
ボルレートの所定値である。本実施の形態では、位相検出部６１は、無線信号を復号した
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信号が変化する時間的な位置を検出すると共に、シンボルレート設定に基づいて時間的な
位置の位相を検出し、検出した位相をベクトル生成部６２に出力する。以下、復号した信
号が変化する時間的な位置を、信号変化点と言う。
【００３６】
　なお、復号した信号は、例えば、０と１で表現される１ｂｉｔの信号である。ここで、
０をローレベルの信号と言い、１をハイレベルの信号と言う。この場合、信号がローレベ
ルからハイレベルまたはハイレベルからローレベルに変化する時間的な位置が、信号変化
点となる。
【００３７】
　ベクトル生成部６２は、位相検出部６１が検出した位相に対応し、且つ所定の大きさを
有するベクトルを生成し、生成したベクトルをベクトル合成部６３に出力する。ベクトル
の大きさは、例えば１である。
【００３８】
　ベクトル合成部６３は、ベクトル生成部６２が生成した複数のベクトルを合成して合成
ベクトルを生成し、生成した合成ベクトルを算出部６４に出力する。本実施の形態では、
合成ベクトルは、位相検出部６１において所定の期間中に検出された複数の信号変化点に
基づいて生成された複数のベクトルを合成して生成される。
【００３９】
　位相検出部６１、ベクトル生成部６２およびベクトル合成部６３における一連の処理、
すなわち無線信号から合成ベクトルを生成する方法については、後で更に詳しく説明する
。
【００４０】
　算出部６４は、ベクトル合成部６３で生成された合成ベクトルの大きさと対応関係を有
するパラメータを算出し、算出したパラメータを判定部６５に出力する。パラメータは、
合成ベクトルの大きさそのものであってもよい。あるいは、パラメータは、１つの合成ベ
クトルを生成する際に用いられた複数のベクトルの大きさの平均値であってもよい。複数
のベクトルの大きさの平均値は、合成ベクトルの大きさをベクトルの数で割ることによっ
て得られることから、合成ベクトルの大きさと対応関係を有している。あるいは、パラメ
ータは、合成ベクトルを複素数で表したときの実数軸の成分および虚数軸に対応する成分
と対応関係を有するものであってもよい。
【００４１】
　判定部６５は、算出部６４が算出したパラメータに基づいて、無線信号が特定の無線信
号であるか否かを判定する。本実施の形態では特に、判定部６５は、パラメータと所定の
閾値とを比較することによって、無線信号が特定の無線信号であるかノイズであるかを判
定する。本実施の形態では、特定の無線信号は、位相検出部６１に入力されるシンボルレ
ート設定と同じかほぼ同じシンボルレートを有する無線信号である。特に、カプセル型内
視鏡１０１の無線通信部１１３（図１参照）が、上記シンボルレート設定と同じシンボル
レートで無線信号を送信した場合には、特定の無線信号は、カプセル型内視鏡１０１の無
線通信部１１３が送信した無線信号である。
【００４２】
　また、判定部６５は、算出部６４が算出したパラメータと所定の閾値とを比較すること
によって、特定の無線信号の受信状態の善し悪しを判定する。特定の無線信号であるか否
かの判定結果と、特定の無線信号の受信状態の判定結果は、無線信号から検出された情報
に対応する。判定部６５は、これらの判定結果を、信号検出部６の検出結果として、記憶
部４、画像取得部７および表示制御部８（図３参照）に出力することができるように構成
されている。
【００４３】
（合成ベクトルの生成方法）
　次に、無線信号から合成ベクトルを生成する方法について詳しく説明する。ここでは、
所定の期間中に５つの信号変化点が検出された場合を例にとって説明する。始めに、図５
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を参照して、位相検出部６１における位相の検出方法について説明する。図５は、無線信
号と位相の一例を示す説明図である。図５に示した例では、時刻ｔ１，ｔ３，ｔ５の各々
において、信号がローレベルからハイレベルに変化し、時刻ｔ２，ｔ４の各々において、
信号がハイレベルからローレベルに変化している。
【００４４】
　図５において、点線で描いた複数の区画は、シンボルレート設定によって規定される複
数の周期を模式的に表しており、１つの区画の長さが１周期に対応する。ここでは、５周
期に相当する期間を、前記の所定の期間とする。また、複数の区画の下方に付した数字は
、複数の周期の各々の位相（単位は°）を示している。複数の周期の各々において、始点
の位相は０°であり、終点の位相は３６０°である。なお、ｎ番目（ｎは１以上４以下の
整数）の周期の終点は、ｎ＋１番目の周期の始点に一致する。図５では、便宜上、終点の
位置では、始点の位相を示す数字すなわち０のみを示している。
【００４５】
　また、図５において、信号変化点から延出した破線の直線は、その信号変化点の時間的
な位置を表している。図５に示したように、任意の１つの信号変化点の時間的な位置は、
シンボルレート設定によって規定される任意の１つの周期中の時間的な位置すなわち位相
として表すことができる。位相検出部６１は、シンボルレート設定によって規定される１
つの周期中の信号変化点の時間的な位置を、位相として検出する。
【００４６】
　次に、図６Ａないし図６Ｅを参照して、ベクトル生成部６２におけるベクトルの生成方
法について説明する。図６Ａないし図６Ｅは、図５に示した位相から生成されたベクトル
を示す説明図である。図６Ａないし図６Ｅでは、ベクトルを矢印で表している。矢印の長
さは、ベクトルの大きさを表している。図６Ａは、図５における時刻ｔ１に対応する位相
ｐ１から生成されたベクトルＶ１を示している。図６Ｂは、図５における時刻ｔ２に対応
する位相ｐ２から生成されたベクトルＶ２を示している。図６Ｃは、図５における時刻ｔ
３に対応する位相ｐ３から生成されたベクトルＶ３を示している。図６Ｄは、図５におけ
る時刻ｔ４に対応する位相ｐ４から生成されたベクトルＶ４を示している。図６Ｅは、図
５における時刻ｔ５に対応する位相ｐ５から生成されたベクトルＶ５を示している。また
、図６Ａないし図６Ｅにおいて、Ｉ軸は実数軸に対応し、Ｑ軸は虚数軸に対応する。
【００４７】
　ベクトル生成部６２は、例えば、位相検出部６１によって検出された位相を、実数軸を
基準としたベクトルの偏角とし、ベクトルの大きさを１として、位相検出部６１によって
検出された位相に対応するベクトルを生成する。なお、ベクトルの偏角をθとし、ベクト
ルの大きさを１とした場合、ベクトルの実数軸の成分はｃｏｓθとなり、ベクトルの虚数
軸の成分はｓｉｎθとなる。本実施の形態では、ベクトルを、実数軸の成分と虚数軸の成
分で表してもよい。
【００４８】
　次に、図７を参照して、ベクトル合成部６３におけるベクトルの合成方法について説明
する。図７は、図６Ａないし図６Ｅに示したベクトルＶ１～Ｖ５を合成して生成された合
成ベクトルＶ１０を示している。図７では、図６Ａないし図６Ｅと同様に、ベクトルＶ１
～Ｖ５および合成ベクトルＶ１０をそれぞれ矢印で表している。なお、図６Ａないし図６
Ｅおよび図７では、ベクトルＶ１～Ｖ５を、同じ長さの矢印で描いている。
【００４９】
　ベクトル合成部６３は、所定の期間中にベクトル生成部６２が生成したベクトルＶ１～
Ｖ５を合成して合成ベクトルＶ１０を生成する。具体的には、例えば、ベクトルＶ１～Ｖ
５の各々の実数軸の成分を加算することによって合成ベクトルＶ１０の実数軸の成分を算
出し、ベクトルＶ１～Ｖ５の各々の虚数軸の成分を加算することによって合成ベクトルＶ
１０の虚数軸の成分を算出し、これにより、合成ベクトルＶ１０を算出する。
【００５０】
　なお、ここまでは、所定の期間中に５つの信号変化点が検出された場合を例にとって説
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明してきた。しかし、所定の期間の長さは任意であり、所定の期間中に検出される信号変
化点の数も任意である。また、信号変化点を検出する期間を固定した場合、無線信号の態
様に応じて、検出される信号変化点の数は変化し得る。そのため、この場合には、合成ベ
クトルを生成するのに用いられるベクトルの数も変化し得る。
【００５１】
（判定部における判定方法）
　次に、判定部６５における判定方法について説明する。ここでは、算出部６４によって
算出されるパラメータが合成ベクトルの大きさそのものである場合を例にとって説明する
。算出部６４は、例えば、合成ベクトルの実数軸の成分と虚数軸の成分から、合成ベクト
ルの大きさを算出する。
【００５２】
　判定部６５は、合成ベクトルの大きさと所定の閾値とを比較することによって、無線信
号が特定の無線信号であるか否かを判定する。例えば、合成ベクトルの大きさが所定の閾
値以上の場合、判定部６５は、無線信号が特定の無線信号であると判定する。前述のよう
に、本実施の形態では、特定の無線信号は、位相検出部６１に入力されるシンボルレート
設定と同じかほぼ同じシンボルレートを有する無線信号である。
【００５３】
　一方、合成ベクトルの大きさが所定の閾値未満の場合、判定部６５は、無線信号が特定
の無線信号ではないと判定する。本実施の形態では特に、合成ベクトルの大きさが所定の
閾値未満の場合、判定部６５は、無線信号がノイズであると判定する。
【００５４】
　以下、図８ないし図１１を参照して、合成ベクトルの大きさによって、特定の無線信号
であるかノイズであるかを判定することができる理由について説明する。図８は、特定の
無線信号に相当する無線信号から検出された信号変化点に基づいて生成されたベクトルＶ
１，Ｖ２，Ｖ３，Ｖ４，Ｖ５を示している。なお、便宜上、図８に示したベクトルＶ１～
Ｖ５の方向を、図６Ａないし図６Ｅおよび図７に示したベクトルＶ１～Ｖ５の方向と異な
らせている。図９は、図８に示したベクトルＶ１～Ｖ５を合成して生成された合成ベクト
ルＶ１０を示している。図１０は、ノイズに相当する無線信号から検出された信号変化点
に基づいて生成されたベクトルＶ１１，Ｖ１２，Ｖ１３，Ｖ１４，Ｖ１５を示している。
図１１は、ベクトルＶ１１～Ｖ１５を合成して生成された合成ベクトルＶ１１０を示して
いる。
【００５５】
　図８ないし図１１では、ベクトルを矢印で表している。矢印の長さは、ベクトルの大き
さを表している。ベクトルＶ１～Ｖ５，Ｖ１１～Ｖ１５の大きさは、互いに等しいものと
する。図８ないし図１１では、ベクトルＶ１～Ｖ５，Ｖ１１～Ｖ１５を、同じ長さの矢印
で描いている。
【００５６】
　図８に示したように、特定の無線信号に相当する無線信号から検出された複数の信号変
化点に基づいてベクトルＶ１～Ｖ５を生成すると、ベクトルＶ１～Ｖ５の各々の方向はあ
る程度一致する。これは、特定の無線信号では、シンボルレート設定にほぼ合致したタイ
ミングで信号が変化しており、シンボルレート設定によって規定される１つの周期中の信
号変化点の時間的な位置が、複数の信号変化点の間でほぼ一致し、その結果、位相も複数
の信号変化点の間でほぼ一致するからである。
【００５７】
　これに対し、図１０に示したように、ノイズに相当する無線信号から検出された複数の
信号変化点に基づいてベクトルＶ１１～Ｖ１５を生成すると、ベクトルＶ１１～Ｖ１５の
各々の方向はランダムになる。これは、ノイズでは、ランダムに信号が変化しており、シ
ンボルレート設定によって規定される１つの周期中の信号変化点の時間的な位置が、複数
の信号変化点の間でランダムに変化し、その結果、位相も複数の信号変化点の間でランダ
ムに変化するからである。
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【００５８】
　このように、ベクトルＶ１１～Ｖ１５の方向がランダムになることから、図９および図
１１に示したように、ベクトルＶ１１～Ｖ１５を合成して生成された合成ベクトルＶ１１
０の大きさは、ベクトルＶ１～Ｖ５を合成して生成された合成ベクトルＶ１０の大きさよ
りも小さくなる。このように、ノイズから生成された合成ベクトルの大きさは、特定の無
線信号から生成された合成ベクトルの大きさよりも小さくなるという性質を利用すること
により、無線信号が特定の無線信号であるかノイズであるかを判定することができる。
【００５９】
　ここまでは、算出部６４によって算出されたパラメータが合成ベクトルの大きさそのも
のである場合を例にとって説明してきた。前述のように、信号変化点を検出する期間を固
定した場合、無線信号の態様に応じて、検出される信号変化点の数は変化し得る。従って
、パラメータとしては、検出される信号変化点の数を考慮したパラメータであることが好
ましい。このようなパラメータとしては、１つの合成ベクトルを生成する際に用いられた
複数のベクトルの大きさの平均値がある。
【００６０】
　また、判定部６５は、合成ベクトルの大きさそのものまたは上記平均値に限らず、合成
ベクトルの大きさと対応関係を有するパラメータであれば、無線信号が特定の無線信号で
あるか否かを判定することができる。例えば、判定部６５は、合成ベクトルの実数軸の成
分と虚数軸の成分を、それぞれ所定の閾値と比較することによって、無線信号が特定の無
線信号であるか否かを判定してもよい。この場合、実数軸の成分と虚数軸の成分の一方が
所定の閾値以上の場合に、無線信号が特定の無線信号であると判定してもよいし、実数軸
の成分と虚数軸の成分の両方が所定の閾値以上の場合に、無線信号が特定の無線信号であ
ると判定してもよい。
【００６１】
　また、本実施の形態では、判定部６５は、上述のような無線信号の特定に限らず、特定
の無線信号の受信状態の善し悪しを判定する。すなわち、判定部６５は、算出部６４によ
って算出されたパラメータと所定の閾値とを比較することによって、特定の無線信号の受
信状態の良し悪しを判定する。
【００６２】
　なお、受信状態の良し悪しを判定する際に用いられる閾値（以下、第２の閾値と言う。
）は、特定の無線信号であるか否かを判定する際に用いられる閾値（以下、第１の閾値と
言う。）と同じでもよいし、異なっていてもよい。例えば、複数のベクトルの方向が完全
に一致したときに算出されるパラメータの大きさを１００％とした場合、第１の閾値は２
０％とし、第２の閾値は６０％としてもよい。この場合、判定部６５は、まず、パラメー
タと第１の閾値とを比較することによって、無線信号が特定の無線信号であるか否かを判
定する。パラメータが第１の閾値（２０％）未満である場合、判定部６５は、受信した無
線信号が特定の無線信号ではないと判定する。
【００６３】
　パラメータが第１の閾値以上である場合、判定部６５は、受信した無線信号が特定の無
線信号であると判定する。この場合、判定部６５は、次に、パラメータと第２の閾値とを
比較することによって、受信状態の善し悪しを判定する。パラメータが第２の閾値（６０
％）以上の場合、判定部６５は、受信状態が良いと判定する。一方、パラメータが第２の
閾値未満の場合、判定部６５は、受信状態が悪いと判定する。パラメータが第２の閾値未
満第１の閾値以上になる場合としては、例えば、受信した特定の無線信号のジッタが大き
い場合がある。
【００６４】
　ところで、本実施の形態では、シンボルレート設定に合致またはほぼ合致したタイミン
グで信号が変化する無線信号、すなわちシンボルレート設定によって規定される１つの周
期中の信号変化点の時間的な位置が、複数の信号変化点の間で一致またはほぼ一致する無
線信号を、特定の無線信号として判定している。従って、判定部６５によって特定の無線
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信号と判定された無線信号のシンボルレートは、基本的には、シンボルレート設定と一致
するかほぼ一致する。ただし、シンボルレート設定の１／Ｎ倍（Ｎは２以上の整数）のシ
ンボルレートを有する無線信号の場合にも、シンボルレート設定によって規定される１つ
の周期中の信号変化点の時間的な位置は、複数の信号変化点の間で一致する。従って、シ
ンボルレート設定は、受信しようとする特定の無線信号、すなわちカプセル型内視鏡１０
１の無線通信部１１３が送信した無線信号のシンボルレートに一致させておくことが好ま
しい。
【００６５】
（画像取得部、表示制御部および記憶部の動作）
　次に、図３および図４を参照して、画像取得部７、表示制御部８および記憶部４の動作
について説明する。始めに、画像取得部７の動作について説明する。画像取得部７には、
復調部５によって復元された無線信号と、信号検出部６の検出結果すなわち判定部６５の
判定結果が入力される。そして、画像取得部７は、判定部６５によって特定の無線信号と
判定された無線信号から、画像データを取得する。また、画像取得部７は、取得した画像
データを記憶部４と表示制御部８に出力する。
【００６６】
　次に、表示制御部８の動作について説明する。表示制御部８には、信号検出部６の検出
結果すなわち判定部６５の判定結果と、画像取得部７によって取得された画像データが入
力される。表示制御部８は、判定部６５の判定結果のうち受信状態の良し悪しの判定結果
に対応する情報と、画像データに対応する画像とを、表示部１０に表示させる。上記の情
報および画像は、例えば、表示制御部８によって、表示部１０の１画面上に同時に表示さ
れるように構成される。上記の情報は、受信状態の良し悪しの判定結果や、判定に用いた
パラメータ（算出部６４によって算出されたパラメータ）によって変化する数字または所
定の指標によって表してもよい。所定の指標としては、例えば、○×等の記号や、色や、
グラフ等のピクトグラムがある。
【００６７】
　また、表示制御部８は、全ての画像データに対応する画像を表示部１０に表示させても
よいし、受信状態の良し悪しの判定結果に基づいて、表示部１０に出力する内容を選択し
てもよい。後者の場合、表示制御部８は、受信状態が良いと判定された無線信号の画像デ
ータに対応する画像のみを表示部１０に表示させてもよい。この場合、受信状態が悪いと
判定された無線信号の画像データに対応する画像は、表示部１０には表示されない。
【００６８】
　次に、記憶部４の動作について説明する。記憶部４には、信号検出部６の検出結果すな
わち判定部６５の判定結果と、画像取得部７によって取得された画像データが入力される
。記憶部４は、判定部６５の判定結果のうち受信状態の良し悪しの判定結果に対応する情
報と、画像データとを、関連付けて記憶する。
【００６９】
　なお、記憶部４は、全ての画像データを記憶してもよいし、受信状態の良し悪しの判定
結果に基づいて、記憶する内容を選択してもよい。後者の場合、記憶部４は、受信状態が
良いと判定された無線信号の画像データのみを記憶してもよい。この場合、受信状態が悪
いと判定された無線信号の画像データは破棄される。
【００７０】
（作用および効果）
　次に、本実施の形態に係わる無線通信装置１およびカプセル型内視鏡システム１００の
作用および効果について説明する。本実施の形態では、位相検出部６１、ベクトル生成部
６２、ベクトル合成部６３、算出部６４および判定部６５における一連の処理によって、
受信した無線信号がカプセル型内視鏡１０１の無線通信部１１３が送信した無線信号（以
下、送信信号とも記す。）であるか否かを判定することができる。上記一連の処理では、
無線信号の信号変化点を位相として検出し、位相に対応するベクトルを生成し、複数のベ
クトルを合成して合成ベクトルを生成し、生成された合成ベクトルの大きさと対応関係を
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有するパラメータを算出している。この一連の処理に用いられる演算は、ＤＦＴやＦＦＴ
の演算に比べて簡単である。従って、本実施の形態によれば、ＤＦＴやＦＦＴを利用して
受信した無線信号の周波数成分を検出する場合に比べて、回路規模を小さくすることがで
きる。以上のことから、本実施の形態によれば、回路規模を大きくすることなく送信信号
を特定することができる。
【００７１】
　なお、一般的に、ＤＦＴやＦＦＴを利用して受信した無線信号の周波数成分を検出する
回路では、受信しようとする無線信号のシンボルレートの整数倍という比較的速い動作ク
ロックで回路を動作させる必要がある。これに対し、本実施の形態では、上記の要件は必
要ない。従って、本実施の形態では、比較的遅い動作クロックを設定可能である。
【００７２】
　また、本実施の形態では、判定部６５は、パラメータと所定の閾値とを比較することに
よって、特定の無線信号の受信状態の良し悪しを判定している。これにより、本実施の形
態によれば、受信状態を使用者に知らせることができると共に、前述のように、受信状態
の良し悪しの判定結果に基づいて、表示部１０に表示する内容や、記憶部４に記憶する内
容を制御することができる。特に、受信状態の良し悪しの判定結果に基づいて記憶部４に
記憶する内容を制御する場合には、受信状態が悪いと判定された無線信号の画像データを
破棄することによって、記憶部４に記憶されるデータ量を少なくすることができる。
【００７３】
　また、カプセル型内視鏡１０１では、消費電力を低減するために、無線信号を間欠的に
送信する。カプセル型内視鏡１０１が無線信号を送信している間は、算出部６４によって
算出されるパラメータは、所定の閾値以上になり、カプセル型内視鏡１０１が無線信号を
送信していない間は、パラメータは、所定の閾値未満になる。
【００７４】
　図１２は、算出部６４によって算出されるパラメータの変化を模式的に示す説明図であ
る。図１２において、期間Ｔ２は、パラメータの大きさが所定の閾値以上の期間であり、
カプセル型内視鏡１０１が無線信号を送信している期間である。期間Ｔ２の前後の期間Ｔ
１，Ｔ３は、パラメータの大きさが所定の閾値未満の期間であり、カプセル型内視鏡１０
１が無線信号を送信していない期間である。本実施の形態によれば、パラメータに基づい
て、カプセル型内視鏡１０１が無線信号を送信している期間であるか否かを特定すること
ができる。
【００７５】
　なお、カプセル型内視鏡１０１が無線信号を送信していない期間では、記憶部４、画像
取得部７および表示制御部８のうちの少なくとも１つの動作を一時的に停止することが可
能である。これにより、本実施の形態によれば、無線通信装置１の消費電力を低減するこ
とができる。
【００７６】
　また、本実施の形態では、合成ベクトルは、所定の期間中に検出された複数の信号変化
点に基づいて生成された複数のベクトルを合成して生成される。判定部６５における判定
精度を高める観点から、所定の期間は、シンボルレート設定によって規定される複数の周
期に相当する期間にする等、ある程度長いことが好ましい。なお、特定の無線信号である
か否かの判定は、無線信号の先頭部分に位置するプリアンブルにおいて行われる。従って
、所定の期間は、プリアンブルの期間に収まるような長さであることが必要である。
【００７７】
　また、本実施の形態では、信号変化点を検出する所定の期間として複数の期間が設定さ
れ、合成ベクトルが逐次生成される。すなわち、複数の期間にわたって、複数の合成ベク
トルが生成される。複数の期間の各々は、互いに重なっていなくてもよいし、互いに重な
っていてもよい。図１３は、信号変化点の検出期間の第１の例を示す模式図である。図１
４は、信号変化点の検出期間の第２の例を示す模式図である。図１３および図１４には、
無線信号の一例と、この無線信号に基づいて算出されたパラメータの変化を示している。
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また、図１３および図１４において、記号Ｔを付した矢印は、信号変化点を検出する所定
の期間を表している。図１３は、複数の期間Ｔが互いに重なっていない例を示している。
図１４は、複数の期間Ｔが互いに重なっている例を示している。
【００７８】
　図１３に示した例では、図１４に示した例に比べて、生成される合成ベクトルの数が少
なくなり、位相検出部６１、ベクトル生成部６２、ベクトル合成部６３、算出部６４およ
び判定部６５における一連の処理の量を少なくすることができる。一方、図１４に示した
例では、上記一連の処理の量は増加するが、カプセル型内視鏡１０１が無線信号の送信を
開始してパラメータが変化する過渡状態を認識することが可能になり、その結果、送信信
号を特定するためだけの信号を少なくすることができる。
【００７９】
　なお、本実施の形態では、シンボルレート設定は、所定の値に固定される。しかし、シ
ンボルレート設定は、例えば時間に応じて変化させてもよい。
【００８０】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態に係わる無線通信装
置１の構成は、以下の点で第１の実施の形態と異なっている。本実施の形態では、第１の
実施の形態における信号検出部６の代わりに、信号検出部１０６が設けられている。信号
検出部１０６は、無線通信装置１が受信した無線信号から所定の情報を検出し、その検出
結果を記憶部４、画像取得部７および表示制御部８（図３参照）に出力することができる
ように構成されている。
【００８１】
　以下、図１５を参照して、信号検出部１０６の構成について説明する。図１５は、信号
検出部１０６の構成を示す機能ブロック図である。図１５に示したように、信号検出部１
０６は、複数の演算部１０６Ａ，１０６Ｂと、１つの判定部１０６Ｃとを含んでいる。複
数の演算部１０６Ａ，１０６Ｂは、復調部５（図３参照）側に並列に設けられている。判
定部１０６Ｃは、複数の演算部１０６Ａ，１０６Ｂの後段に設けられている。
【００８２】
　演算部１０６Ａは、復調部５（図３参照）側から順に設けられた位相検出部１６１Ａ、
ベクトル生成部１６２Ａ、ベクトル合成部１６３Ａおよび算出部１６４Ａを有している。
位相検出部１６１Ａ、ベクトル生成部１６２Ａ、ベクトル合成部１６３Ａおよび算出部１
６４Ａの機能は、基本的には、第１の実施の形態における位相検出部６１、ベクトル生成
部６２、ベクトル合成部６３および算出部６４の機能と同じである。
【００８３】
　演算部１０６Ｂは、復調部５（図３参照）側から順に設けられた位相検出部１６１Ｂ、
ベクトル生成部１６２Ｂ、ベクトル合成部１６３Ｂおよび算出部１６４Ｂを有している。
位相検出部１６１Ｂ、ベクトル生成部１６２Ｂ、ベクトル合成部１６３Ｂおよび算出部１
６４Ｂの機能は、基本的には、第１の実施の形態における位相検出部６１、ベクトル生成
部６２、ベクトル合成部６３および算出部６４の機能と同じである。
【００８４】
　位相検出部１６１Ａ，１６１Ｂは、それぞれ、記憶部４（図３参照）に記憶されたシン
ボルレート設定を読み出すことができるように構成されている。本実施の形態では、シン
ボルレート設定は、複数の演算部１０６Ａ，１０６Ｂ毎に異なっている。すなわち、本実
施の形態では、位相検出部１６１Ａが読み出すシンボルレート設定と位相検出部１６１Ｂ
が読み出すシンボルレート設定は、互いに異なっている。以下、位相検出部１６１Ａが読
み出すシンボルレート設定を第１のシンボルレート設定と言い、位相検出部１６１Ｂが読
み出すシンボルレート設定を第２のシンボルレート設定と言う。
【００８５】
　判定部１０６Ｃには、算出部１６４Ａが算出したパラメータ（以下、第１のパラメータ
と言う。）と、算出部１６４Ｂが算出したパラメータ（以下、第２のパラメータと言う。
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）が入力される。判定部１０６Ｃは、第１および第２のパラメータに基づいて、受信した
無線信号のシンボルレートを判定する。この判定は、所定の閾値を用いて行われる。すな
わち、判定部１０６Ｃは、第１および第２のパラメータの各々と所定の閾値とを比較する
ことによって、無線信号のシンボルレートを判定する。
【００８６】
　例えば、第１のパラメータが所定の閾値以上であり、第２のパラメータが所定の閾値未
満の場合には、受信した無線信号は、第１のシンボルレート設定と同じシンボルレートを
有する無線信号であると判定する。また、第２のパラメータが所定の閾値以上であり、第
１のパラメータが所定の閾値未満の場合には、受信した無線信号は、第２のシンボルレー
ト設定と同じシンボルレートを有する無線信号であると判定する。また、第１のパラメー
タと第２のパラメータがいずれも所定の閾値以上である場合には、受信した無線信号は、
第１のシンボルレート設定と第２のシンボルレート設定のうち、値が小さい方すなわち遅
い方と同じシンボルレートを有する無線信号であると判定する。
【００８７】
　また、第１のパラメータと第２のパラメータがいずれも所定の閾値未満である場合には
、受信した無線信号はノイズであると判定する。
【００８８】
　次に、本実施の形態特有の作用および効果について説明する。カプセル型内視鏡１０１
（図１参照）では、通信環境の状態や画像データのデータ量に応じてシンボルレートを変
更することがある。これに対し、本実施の形態では、シンボルレート設定が異なる複数の
演算部１０６Ａ，１０６Ｂを設けている。これにより、本実施の形態によれば、無線信号
のシンボルレートが変更された場合であっても、無線信号のシンボルレートを判定して、
受信した無線信号がカプセル型内視鏡１０１の無線通信部１１３が送信した無線信号であ
るか否かを判定することができる。
【００８９】
　なお、第１の実施の形態と同様に、第１のシンボルレート設定の１／Ｎ倍（Ｎは２以上
の整数）のシンボルレートを有する無線信号の場合にも、第１のシンボルレート設定によ
って規定される１つの周期中の信号変化点の時間的な位置は、複数の信号変化点の間で一
致する。従って、第１のシンボルレート設定は、受信しようとする無線信号、すなわちカ
プセル型内視鏡１０１の無線通信部１１３が送信する無線信号のシンボルレートに一致さ
せておくことが好ましい。同様に、第２のシンボルレート設定の１／Ｎ倍のシンボルレー
トを有する無線信号の場合にも、第２のシンボルレート設定によって規定される１つの周
期中の信号変化点の時間的な位置は、複数の信号変化点の間で一致する。従って、第２の
シンボルレート設定は、受信しようとする無線信号、すなわちカプセル型内視鏡１０１の
無線通信部１１３が送信する無線信号のシンボルレートであって、第１のシンボルレート
設定とは異なるシンボルレートに一致させておくことが好ましい。
【００９０】
　また、本実施の形態では、複数の演算部の数が２つである場合を例にとって説明してき
た。しかし、複数の演算部の数は、２つに限らず、３つ以上であってもよい。これにより
、カプセル型内視鏡１０１がシンボルレートを３通り以上変更する場合であっても、受信
した無線信号がカプセル型内視鏡１０１の無線通信部１１３が送信した無線信号であるか
否かを判定することができる。
【００９１】
　本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様であ
る。
【００９２】
［第３の実施の形態］
　次に、図１６および図１７を参照して、本発明の第３の実施の形態について説明する。
図１６は、本実施の形態に係わる無線通信装置の構成を示す機能ブロック図である。図１
７は、本実施の形態における信号検出部の構成を示す機能ブロック図である。第１の実施
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の形態と同様に、信号処理部３は、復調部５、信号検出部６、画像取得部７および表示制
御部８を含んでいる。図１７に示したように、信号検出部６の構成は、基本的には、第１
の実施の形態と同様である。
【００９３】
　本実施の形態では、信号処理部３は、更に、電波強度取得部９を含んでいる。電波強度
取得部９は、アンテナ２が受信した無線信号から無線信号の電波強度を取得し、電波強度
の情報を、信号検出部６の判定部６５に出力する。電波強度は、例えば、受信電力の大き
さで表される。
【００９４】
　図１７に示したように、判定部６５には、電波強度の情報が入力される。本実施の形態
では、判定部６５における特定の無線信号の受信状態の善し悪しの判定は、電波強度取得
部９によって取得された電波強度の情報に基づいて行われる。受信状態の善し悪しは、電
波強度の大きさと所定の閾値（以下、第３の閾値と言う。）とを比較することによって判
定される。ここで、第１の実施の形態と同様に、判定部６５が特定の無線信号であるか否
かを判定する際に用いられる閾値を、第１の閾値とする。判定部６５は、まず、算出部６
４によって算出されたパラメータと第１の閾値とを比較することによって、無線信号が特
定の無線信号であるか否かを判定する。パラメータが第１の閾値未満である場合、判定部
６５は、受信した無線信号が特定の無線信号ではないと判定する。
【００９５】
　パラメータが第１の閾値以上である場合、判定部６５は、受信した無線信号が特定の無
線信号であると判定する。この場合、判定部６５は、次に、電波強度の大きさと第３の閾
値とを比較することによって、受信状態の善し悪しを判定する。電波強度の大きさが第３
の閾値以上の場合、判定部６５は、受信状態が良いと判定する。一方、電波強度の大きさ
が第３の閾値未満の場合、判定部６５は、受信状態が悪いと判定する。なお、上記の判定
には、例えば、直前に受信した無線信号の電波強度の情報が用いられる。
【００９６】
　本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様であ
る。
【００９７】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。例えば、第２の実施の形態に係わる無線
通信装置１に、第３の実施の形態における電波強度取得部９を設けてもよい。この場合、
電波強度取得部９は、電波強度の情報を、信号検出部１０６の判定部１０６Ｃに出力する
。
【００９８】
　また、本発明の無線通信装置は、複数の無線送信装置が送信した複数の無線信号の中か
ら、特定の無線送信装置が送信した無線信号を特定するものであってもよい。
【００９９】

　本出願は、２０１８年５月２１日に日本国に出願された特願２０１８－９６９５６号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲に引用されるものとする。
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